
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
流体を流す流路と、流路の開度を調節する開度調節手段と、

感震手段と、前記感震手段の信号に応じて前記開度調節手段を制御す
る制御手段と、前記感震手段と流路開度調節手段と制御手段へ駆動電力を供給する

電源手段 を備え
た感震機能付き流路開度調整装置。

【請求項２】
流路と感震手段と開度調節手段と制御手段と電源手段を一体にするユニット手段を備えた
請求項１記載の感震機能付き流路開度調整装置。
【請求項３】
開度調節手段を復帰させる復帰手段を備えた請求項２記載の感震機能付き流路開度調整装
置。
【請求項４】
手動により復帰させる復帰手段を備えた請求項３記載の感震機能付き流路開度調整装置。
【請求項５】
自動的に復帰させる復帰手段を備えた請求項３記載の感震機能付き流路開度調整装置。
【請求項６】
感震手段によって開度調節手段の動作音響信号を検出して、開度調整手段の動作確認を行
う第１の動作確認手段を備えた請求項１から５記載の感震機能付き流路開度調整装置。
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【請求項７】
第１の動作確認手段は、流路の開度を確認する請求項６記載の感震機能付き流路開度調整
装置。
【請求項８】
第１の動作確認手段は、流路の閉止状態を確認する請求項６記載の感震機能付き流路開度
調整装置。
【請求項９】
開度調整手段によって感震手段に振動を与えて動作確認を行う第２の動作確認手段とを備
えた請求項１から５記載の感震機能付き流路開度調整装置。
【請求項１０】
第２の動作確認手段は、感震手段の感度を確認する請求項９記載の感震機能付き流路開度
調整装置。
【請求項１１】
感震手段は、３次元方向の振動検知機能を有する加速度センサとした請求項１から１０記
載の感震機能付き流路開度調整装置。
【請求項１２】
感震手段は、１方向の振動検知機能を有する加速度センサを互いに直交するように配置し
て３次元の振動を検出するようにし、各加速度センサの信号をベクトル合成するベクトル
合成手段を備えた請求項１１記載の感震機能付き流路開度調整装置。
【請求項１３】
開度調節手段は、モータによって開度を調整する請求項１から１２記載
の感震機能付き流路開度調整装置。
【請求項１４】
制御手段は、感震手段によって計測された振動から異常度合いを判定し、特定異常時には
流路を閉止し、その他の場合には開度を調整する制御を行う請求項１から１３記載の感震
機能付き流路開度調整装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、地震などの異常を検知したときに流路を遮断する流路開度調整装置に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
従来この種の流量計測手段としては、特開平８－２８５６４１号公報のようなものが知ら
れていた。以下、その構成について図１１を参照しながら説明する。
【０００３】
図１１に示すように、ガス管１を遮断する遮断弁２と、遮断弁２を駆動する駆動部３と、
ガス管１内のガス圧を検知するガス圧検知部４と、ガス管１内を通過するガスの流量を計
測する流量計測部５と、衝撃や振動により地震を検知する地震検知部６と、流量計測部５
において計測されたガスの流量を積算表示する表示部７と、各部の制御を行うマイコンか
らなる制御部８からなっていた。
【０００４】
上記構成において、流量が異常に増加した場合、またはガス圧が低下した場合、あるいは
規定以上の地震を検知した場合には、制御部８から駆動部３に制御信号が与えられ、駆動
部３が遮断弁２を閉じてガス管１を遮断する。そして、遮断された後、すべての検知出力
に異常がなくなった時点で、制御部８から駆動部３に制御信号を与えることで遮断弁２を
開いてガスの供給を再開するものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来の技術では、通常ガスメータに使用されている地震検知部６では設
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置方向が制約されるため、取り付け方向を確認する作業が必要であり施工性が悪いととも
に、また経年変化で設置方向が傾いた場合には正常に地震検知ができないという課題があ
った。そして、遮断弁２は開、閉のどちらかの状態しかできないため、異常の症状に応じ
てガス管の開度を調整することはできなかった。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記課題を解決するために、流体を流す流路と、流路の開度を調節する開度調
節手段と、 感震手段と、前記感震手段の
信号に応じて前記開度調節手段を制御する制御手段と、前記感震手段と流路開度調節手段
と制御手段へ駆動電力を供給する 電源手段 を備え

た。
【０００７】
　上記発明によれば、どの方向に設置しても振動を計測することができる感震手段を用い
ることで、施工時の設置方向の確認作業が不要なため、取り付け作業が簡素化されるとと
もに、流路の配管のどの位置、方向にも取りつけることができる。そして、振動に応じて
流路の開度を調整することができるので、むやみに流路を閉止する必要がなく、再開時の
安全確認などの手間を省略することができる。

【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明は、流体を流す流路と、流路の開度を調節する開度調節手段と、どの方向に設置し
ても振動を計測することができる感震手段と、前記感震手段の信号に応じて前記開度調節
手段を制御する制御手段と、前記感震手段と流路開度調節手段と制御手段へ駆動電力を供
給する電源手段を備えた。そして、どの方向に設置しても振動を計測することができる感
震手段を用いることで、施工時の設置方向の確認作業が不要なため、取り付け作業が簡素
化されるとともに、流路の配管のどの位置、方向にも取りつけることができる。そして、
振動に応じて流路の開度を調整することができるので、むやみに流路を閉止する必要がな
く、再開時の安全確認などの手間を省略することができる。
【０００９】
また、流路と感震手段と開度調節手段と制御手段と電源手段を一体にするユニット手段を
備えた。そして、一体化することで小型化にでき、かつ設置の自由度を向上することがで
きる。
【００１０】
また、開度調節手段を復帰させる復帰手段を備えた。そして、復帰手段も含めて一体化す
ることで小型で設置の自由度が向上し、流路の閉止だけでなく復帰もできるので利用範囲
を拡大することができる。
【００１１】
また、手動により復帰させる復帰手段を備えた。そして、手動で復帰することで、人為的
に安全確認を行いながら復帰することになり、復帰時の安全性を確保することができる。
【００１２】
また、自動的に復帰させる復帰手段を備えた。そして、自動的に復帰させることで、人的
復帰が困難な場所にも設置することができる。
【００１３】
また、感震手段によって開度調節手段の動作音響信号を検出して、開度調節手段の動作確
認を行う第１の動作確認手段を備えた。そして、開度調整手段が動作しているかどうか、
規定どおり動作したかどうかを確認することができるので、開度調整手段の信頼性を向上
と誤動作を防止することができる。
【００１４】
また、第１の動作確認手段は、流路の開度を確認する構成とした。そして、流路の開度が
検出できるので、振動の状態に合せて流路を調整した位置が確実に検出でき、誤動作を防
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止することができる。
【００１５】
また、第１の動作確認手段は、流路の閉止状態を確認する構成とした。そして、流路の閉
止状態が検出できるので、未閉止状態が確実に検出でき誤動作を防止することができる。
【００１６】
また、開度調整手段によって感震手段に振動を与えて動作確認を行う第２の動作確認手段
とを備えた。そして、感震手段が動作しているかどうかを確認することができるので、感
震手段の信頼性を向上と誤動作を防止することができる。
【００１７】
また、第２の動作確認手段は、感震手段の感度を確認する構成とした。そして、感震手段
の感度を確認することができるので、経年変化や温度特性変化などの感度変化を確認する
ことで精度よく振動を検出することができる。
【００１８】
また、感震手段は、３次元方向の振動検知機能を有する加速度振動センサとした。そして
、３次元方向に振動検知機能を有することで、感震手段をどの方向に設置しても振動を逃
すことなく検出することができる。
【００１９】
また、感震手段は、１方向の振動検知機能を有する振動センサを互いに直交するように配
置して３次元の振動を検出するようにし、各振動センサの信号をベクトル合成するベクト
ル合成手段を備えた。そして、ベクトル合成手段で各方向の合成ベクトルを検出すること
で、感震手段をどの方向に設置しても振動を逃すことなく検出することができる。
【００２０】
また、開度調節手段は、モータによって開度を調整する構成とした。そして、モータの回
転駆動によって開度を調整することで、外部からの衝撃などで誤遮断することを防止する
ことができるとともに、開閉あるいは特定開度で停止させることができる。
【００２１】
また、制御手段は、感震手段によって計測された振動から異常度合いを判定し、特定異常
時には流路を閉止し、その他の異常時には開度を調整する制御を行う構成とした。そして
、異常の度合いに応じて開度調整手段を制御することができる。
【００２２】
また、再度流路を開ける時、流路が開けられる状態か否かを検出する復帰確認手段を備え
た。そして、復帰確認を行うことで安全に流路を自動的に開くことができる。
【００２３】
また、復帰確認手段は、計時手段とし、前記計時手段が所定時間を計時した時、復帰動作
を開始する構成とした。そして、所定時間経過することで異常状態は避けることができ流
路を復帰しても安全であるとして流路を自動的に開くことができる。
【００２４】
また、復帰確認手段は、感震手段の振動が所定値以下の状態で、計時手段によって所定時
間継続した時、復帰動作を開始する構成とした。そして、所定時間経過することで小地震
などの異常状態は避けることができ流路を復帰しても安全であるとして流路を自動的に開
くことができる。
【００２５】
また、復帰確認手段は、通信手段とし、前記通信手段によって復帰動作開始信号を受信し
た時に、復帰動作を開始する構成とした。そして、外部において安全が確認された時、通
信手段により復帰を遠隔操作することができる。
【００２６】
また、感震手段と制御手段を間欠的に動作させる間欠制御手段を備えた。そして、感震手
段と制御手段を間欠的に動作することで、動作時の電力の消費を抑えることができる。
【００２７】
また、流路開度調整手段が閉止状態の時は、感震手段を動作しない間欠制御手段を備えた
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。そして、閉止状態の時は感震手段を動作させないことで、不動作時の無駄な電力の消費
を抑えることができる。
【００２８】
また、電源手段は、電池を用いた構成とした。そして、電池を電源とすることで設置の自
由度を向上することができる。
【００２９】
【実施例】
以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００３０】
（実施例１）
図１は本発明の実施例１の安全機能付き流路開度調整装置の構成図である。図１において
、９は流路、１０は開度調整手段としてのステッピングモータ１１により駆動される流路
遮断弁の弁体、１２は感震手段としての３次元加速度センサ、１３は制御手段としての制
御回路、１４は電源手段としての電池、１５はそれらを一体にするユニット手段としての
ユニットケース、１６は流路遮断弁を手動操作により復帰させる手動復帰手段としての手
動復帰回路，１７は流路遮断弁を自動的に復帰させる自動復帰手段としての自動復帰回路
である。ここで、１８はモータ軸、１９は流路遮断弁の弁体を受ける弁座、２０は流路遮
断弁の弁体の回転を固定する固定軸、２１は流路とユニットケースを接続するねじ部、２
２は通信手段としての無線装置、２３はアンテナである。
【００３１】
また、図２と図３に示すように、３次元加速度センサ１２は、Ｘセンサ２４、Ｙセンサ２
５、Ｚセンサ２６が互いに直交する方向に検出の主感度を備えて構成する。ここで、主感
度方向を矢印で示す。そして、図３に示すように、それぞれのセンサからの出力はマイコ
ン回路２７によってマイコンのデータとして入力され、ベクトル合成手段としてのベクト
ル合成処理２８のソフトによって算出される。ベクトル合成処理２８は、各センサの出力
をＶｘ、Ｖｙ、Ｖｚとすると、
【００３２】
【数１】
　
　
　
　
　
　
【００３３】
で求めることができる。
ここで、Ｋは感度補正係数である。また、２９は加速度センサ１２と制御回路１３とを間
欠的に動作させる間欠制御手段としての電力供給制御回路である。そして、制御回路１３
と自動復帰回路１７と電力供給制御回路２９は、マイコン回路２７として一つの基板３０
上に配置され、マイコンソフトによって制御されるものである。ここで、３１はモータを
駆動する駆動回路である。
【００３４】
次に動作、作用について図１と図３を用いて説明する。ユニットケース１５の中に備えた
３次元加速度センサ１２は、各センサが直交するように配置してあるので、その信号をベ
クトル合成することで、真の振動方向の加速度レベルが計測できる。すなわち、３次元で
計測しているので、どの方向に発生した振動も計測することができるのである。逆に考え
れば、加速度センサ１２をどの方向の設置しても、合成ベクトルとしての加速度レベルが
計測できることになる。よって、加速度センサ１２を内蔵したユニットケース１５を、配
管のどの位置に、どの方向で設置しても正しい加速度レベルが計測できることになるので
、施工時の取り付け角度の確認作業などが不要になり、作業が簡素化される。
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【００３５】
例えば、設置の自由度からＬＰガスボンベのバルブ直後に直接取り付けて使用することが
可能である。そして、モータによる回転駆動の遮断弁としているので、ボンベ取り替え作
業中の衝突衝撃などで遮断弁が閉じることはない。さらに、ユニットケース１５はオス、
メスの管用ねじ２１を備えているので、従来のＬＰガスボンベに直接取り付けることがで
き、ねじ２１をどの位置で締止しても振動の加速度レベルを検知することができる。また
、後で説明する加速度センサと遮断弁の動作確認が行えるように、ステッピングモータ１
１のケース３２と加速度センサ１２は、振動が伝搬しやすいように、接触部３３で接触す
るようにして配置するようにした。
【００３６】
そして、ユニットケース１５の中に流路９と弁体１０と加速度センサ１２と制御回路１３
と電池１４を一体に内蔵し、ステッピングモータとユニットケース１５の死空間に、加速
度センサ１２と制御回路１３と電池は１４を収納することで、小型化を実現している。
【００３７】
また、処理の流れを図４から図７に示すフローチャートを用いて説明する。まず、加速度
センサを間欠的に動作させる感震処理用の間欠タイマーの割込みを動作させる。この間欠
タイマーは、０．０２秒から１秒の間で動作させるもので、通常最適値として０．１秒間
隔で動作させる。次に、復帰確認手段としての通信手段を割込み処理させるための通信手
段割込みを有効にする。そして、第１の動作確認手段と第２の動作確認手段を定期的に動
作させるために、計時手段としての時計タイマーを起動する。その時計タイマーが所定時
間間隔、例えば１ケ月ごとに動作確認処理ルーチンを処理する。動作確認処理が終われば
、再度次の１ヶ月の経過を待つ。１ヶ月間隔は、１週間間隔や１年間隔に変更できるもの
である。
【００３８】
そして、間欠割込み時に処理される感震処理は、図５に示すように、まず３つの加速度セ
ンサへ電力を供給する。そして、３つの加速度センサの信号をマイコン回路で入力し、そ
れぞれの信号レベルからベクトル合成処理を行い、真の振動加速度レベルを求める。そし
て、その加速度レベルが所定レベル、例えば、１５０ cm/s2以上ならば、その振動が地震
かどうかを判別する処理を行う。その判別は、加速度センサーの信号を所定時間計測して
、振動波形の特徴、例えばゼロクロス周期の特徴から判別するものである。地震であると
判別された時、間欠タイマーの割込みを無効にし、遮断弁を制御する処理を行う。
【００３９】
ここで、加速度レベルが２５０ cm/s2以上ならば、特定異常と判断し、ステッピングモー
タ１１を制御して遮断弁を閉止する。そして、第１の動作確認手段として、その時の動作
振動を加速度センサで計測し、動作確認処理を行う。すなわち、その動作振動は、図７の
ように、ステッピングモータが駆動すると一定の振動が発生するが、弁体１０が弁座１９
に当たることによって振動が大きくなる。この振動のレベル変化を利用して遮断弁の閉止
状態を確認するこことした。ここで、振動レベルが上昇すれば、弁が閉止されたとして弁
の第１の動作確認を完了する。そして、電力供給制御回路２９によって低消費電力のため
に加速度センサへの電力の供給を停止し、手動復帰の操作を待機する。
【００４０】
一方、加速度レベルが２５０ cm/s2未満ならば、遮断弁を半分閉止する。所定パルス数の
動作で、ステッピングモータがどの時間だけ動作したかを、加速度センサの振動発生時間
をカウントして計測する。所定パルスの時間と加速度センサの計測時間が一致したとき、
弁開度の確認を完了する。そして、電力供給制御回路２９によって低消費電力のために加
速度センサへの電力の供給を停止し、所定時間待機する。
【００４１】
そして、手動復帰操作が行われた時、または所定時間経過した時、遮断弁を再度全開する
。そして、閉止時と同じようにステッピングモータの振動を加速度センサで検知しながら
全開を確認し、再び間欠タイマーの割込みを有効にする。
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【００４２】
また、動作確認で動作が確認できなかった時は、異常検知として報知する。異常は、通信
手段としての無線装置２２によって監視センターなどに通報するものである。
【００４３】
さらに、定期的に動作確認処理を行う処理は、図８のように行う。すなわち、加速度セン
サ１２へ電力が供給され、振動が計測できるようにする。そして、ステッピングモータ１
１を駆動し、加速度センサ１２によって動作振動を計測する。この時は、閉止する必要は
なく、モータが動作しているかどうかを確認するだけなので、弁体１０をわずか動かすだ
けのパルス数の動作を数回繰り返して行い動作確認を行う。動作確認は、加速度センサ１
２の信号レベルが、所定レベルであればセンサ出力有りとして、ステッピングモータ１１
が動作していると判断して第１の動作確認を完了する。次に、図９のように信号レベルが
正常なレベルと異なる場合、その信号レベルの比率に応じて加速度センサの感度補正係数
を変更する。そして、再度ステッピングモータ１１を元の位置に戻して第２の動作確認処
理を完了する。
【００４４】
また、図１０に示すように、遮断弁が閉止されている場合に限らず、無線手段から信号が
受信されると、復帰動作開始信号か否かを判定し、復帰動作開始信号であれば、加速度セ
ンサへの電力供給を開始、遮断弁の動作確認を行いながら、弁体を開口する。全開も全閉
と同様に、全開状態になれば、ステッピングモータの振動が変化するのでその変化を検出
して全開を確認する。全開が確認されれば、加速度センサへの電力をオフにして処理を完
了する。この無線信号は、管理センターから無線信号によって送られてくるものである。
【００４５】
このように、３次元加速度センサを用いることで、流路の配管のどの位置、方向にも取り
つけることができ、施工時の設置方向の確認作業が不要で、取り付け作業が簡素化される
。そして、振動レベルに応じて流路の開度を調整することができるので、むやみに流路を
閉止する必要がなく、再開時の安全確認などの手間を省略することができる。また、一体
化することで小型化にでき、かつ設置の自由度を向上することができる。
【００４６】
そして、手動で復帰することで、人為的に安全確認を行いながら復帰することになり、復
帰時の安全性を確保することができ、かつ自動的に復帰させることでは、人的復帰が困難
な場所にも設置することができる。
【００４７】
そして、動作音響信号を検出して、開度調整手段が動作しているかどうか、規定どおり動
作したかどうかを確認することができるとともに感震手段の動作も確認することができる
ので、開度調整手段と感震手段の両方の信頼性を同士に向上し誤動作を防止することがで
きる。
【００４８】
そして、異常の度合いに応じて、モータの回転駆動によって開度を調整することができ、
かつ外部からの衝撃などで誤遮断することを防止することができるとともに、回転駆動の
ため、どの方向に設置されても、自重の影響が少なくスムーズに駆動できる。
【００４９】
さらに、所定時間経過することで小地震などの異常状態は避けることができ流路を復帰し
ても安全であるとして流路を自動的に開くことができる。また、外部において安全が確認
された時、通信手段により復帰を遠隔操作することができる。
【００５０】
また、感震手段と制御手段を間欠的に動作することで、動作時の電力の消費を抑えること
ができる。そして、閉止状態の時は感震手段を動作させないことで、不動作時の無駄な電
力の消費を抑えることができる。その結果、電池を電源とすることができ、電源がない場
所への設置の自由度を向上することができる。
【００５１】
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【発明の効果】
以上の説明から明らかなように本発明の安全機能付き流路開度調整装置によれば、次の効
果が得られる。
【００５２】
流路の開度を調節する開度調節手段と、どの方向に設置しても振動を計測することができ
る感震手段と、前記感震手段の信号に応じて前記開度調節手段を制御する制御手段と、前
記感震手段と流路開度調節手段と制御手段へ駆動電力を供給する電源手段を備えることで
、どの方向にも設置が可能となり、施工時の設置方向の確認作業が簡素化されるとともに
、流路の配管のどの位置、方向にも取りつけることができる。そして、振動に応じて流路
の半閉などができるので、再開時の完全確認に手間取る全閉を避けることができる。
【００５３】
また、流路と感震手段と開度調節手段と制御手段と電源手段を一体にするユニット手段に
より、小型化にでき、かつ設置の自由度を向上することができる。
【００５４】
また、開度調節手段を復帰させる復帰手段を備えることで、流路の閉止だけでなく復帰も
できるので利用範囲を拡大することができる。そして、手動で復帰することで、人為的に
安全確認を行いながら復帰することになり、復帰時の安全性を確保することができる。ま
た、自動的に復帰させることでは、人的復帰が困難な場所にも設置することができる。
【００５５】
また、感震手段によって開度調節手段の動作音響信号を検出して、開度調節手段の動作確
認を行う第１の動作確認手段を備えることで、開度調整手段が動作しているかどうか、規
定どおり動作したかどうかを確認することができるので、開度調整手段の信頼性を向上と
誤動作を防止することができ、開度を調整した位置と、閉止状態が確実に検出でき、誤動
作を防止することができる。
【００５６】
また、開度調整手段によって感震手段に振動を与えて動作確認を行う第２の動作確認手段
とを備えることで、感震手段が動作しているかどうかを確認することができるので、感震
手段の信頼性を向上と誤動作を防止することができ、感度を確認することで、感度補正を
行い経年変化や温度特性変化などを考慮して精度よく振動を検出することができる。
【００５７】
また、３次元方向の振動検知機能を有する加速度振動センサを備えることで、本装置をど
の方向に設置しても振動を逃すことなく検出することができ、互いに直交するように配置
することで、ベクトル合成が計測できる。
【００５８】
また、モータの回転駆動によって開度を調整することで、外部からの衝撃などで誤遮断す
ることを防止することができるとともに、開閉あるいは特定開度で停止させることができ
る。
【００５９】
また、制御手段は、感震手段によって計測された振動から異常度合いを判定し、特定異常
時には流路を閉止し、その他の異常時には開度を調整する制御を行うことで、異常の度合
いに応じて開度調整手段を制御することができる。そして、復帰確認を行うことで安全に
流路を自動的に開くことができる。
【００６０】
また、計時手段が所定時間を計時した時、復帰動作を開始することで、流路を自動的に開
くことができる。そして、感震手段の振動が所定値以下の状態で、計時手段によって所定
時間継続した時、復帰動作を開始することで、小地震などの異常状態を避け自動的に開く
ことができる。
【００６１】
また、復帰確認手段は、通信手段とし、前記通信手段によって復帰動作開始信号を受信し
た時に、復帰動作を開始することで、外部において安全が確認された時、通信手段により
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復帰を遠隔操作することができる。
【００６２】
また、感震手段と制御手段を間欠的に動作させることで、感震手段と制御手段を間欠的に
動作することで、動作時の電力の消費を抑えることができる。
【００６３】
また、閉止状態の時は感震手段を動作させないことで、不動作時の無駄な電力の消費を抑
えることができる。そして、電池を電源とすることで設置の自由度を向上することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１の安全機能付き流路開度調整装置の断面図
【図２】同装置の３次元加速度センサを説明する斜視図
【図３】同装置のブロック図
【図４】同装置の動作を説明するフローチャート
【図５】同装置の他の動作を説明するフローチャート
【図６】同装置の更に他の動作を説明するフローチャート
【図７】同装置の動作を説明する信号特性図
【図８】同装置の動作を説明するフローチャート
【図９】同装置の別の動作を説明する信号特性図
【図１０】同装置の別の動作を説明するフローチャート
【図１１】従来の安全機能付き流路開度調整装置を示すブロック図
【符号の説明】
９　流路
１０　弁体
１１　ステッピングモータ
１２　加速度センサ
１３　制御回路
１４　電池
１５　ユニットケース
１６　手動復帰回路
１７　自動復帰回路
２２　無線装置
２９　電力供給制御回路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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